
平成２８年３月４日公布条例等 

１ 条例 

条例 

番号 
条 例 名 概    要 施 行 日 

１ 花巻市消費生活センターの組織

及び運営に関する条例 

消費者安全法の一部改正に伴い、同法第

１０条の２第１項の規定に基づき、消費

生活センターの組織及び運営に関する

事項及び消費生活相談等の事務の実施

により得られた情報の安全管理に関す

る事項等について定めるもの 

平成 28年４月１日 

２ 花巻市振興センター条例等の一

部を改正する条例 

谷内振興センターの使用時間及び使用

料の設定並びに成島振興センター及び

田瀬振興センターの使用料等を改める

もの 

平成 28年４月１日 

（一部の改正規定を

除く。） 

３ 花巻市手数料条例の一部を改正

する条例 

長期優良住宅の普及の促進に関する法

律施行規則等の一部改正、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律の

施行及び都市計画法に基づく開発行為

の許可等に係る事務の岩手県からの権

限移譲に伴い、当該事務に係る手数料を

定めるもの 

平成 28年４月１日 

４ 花巻市火災予防条例の一部を改

正する条例 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並

びに対象火気器具等の取扱いに関する

条例の制定に関する基準を定める省令

の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

の 

平成 28年４月１日 

５ 花巻市下水道事業の設置等に関

する条例 

花巻市下水事業について、地方公営企業

法の一部を適用する公営企業とするた

め、地方公営企業法第４条の規定により

、地方公営企業の設置及び経営の基本に

関する事項を定めるもの 

【附則による一部改正】 

花巻市下水道事業特別会計の一部改正 

平成 28年４月１日 

６ 花巻市下水道条例の一部を改正

する条例 

公共下水道施設への排水設備の接続方

法における使用資材の流下能力等の現

状を考慮し、こう配等の規定について、

改めるもの 

平成 28年４月１日 

７ 花巻市農業集落排水施設条例の

一部を改正する条例 

農業集落排水施設への排水設備の接続

方法における使用資材の流下能力等の

現状を考慮し、こう配等の規定について

、改めるもの 

平成 28年４月１日 

８ 花巻市汚水処理施設条例の一部

を改正する条例 

花巻市湯口住宅団地汚水処理施設への

排水設備の接続方法における使用資材

の流下能力等の現状を考慮し、こう配等

の規定について、改めようとするもの 

平成 28年４月１日 

９ 花巻市戸別浄化槽の整備に関す 市設置浄化槽への排水設備の接続方法 平成 28年４月１日 



る条例の一部を改正する条例 における使用資材の流下能力等の現状

を考慮し、こう配等の規定について、改

めるもの 

10 大迫緑の村施設条例等の一部を

改正する条例 

大迫郷土文化保存伝習館ほか８施設の

入館料について、後納できるようにする

もの 

【一部改正する条例】 

①大迫緑の村施設条例 

②宮沢賢治童話村条例 

③南部杜氏伝承館条例 

④宮沢賢治記念館条例 

⑤花巻新渡戸記念館条例 

⑥花巻市博物館条例 

⑦石鳥谷農業伝承館条例 

⑧萬鉄五郎記念美術館条例 

⑨花巻市総合文化財センター条例 

平成 28年４月１日 

11 花巻市行政不服審査法施行条例 行政不服審査法等の施行に伴い、行政が

行った処分に対する不服申立てに係る

裁決の妥当性を諮問する行政不服審査

会の設置等、必要な事項を定めるもの 

平成 28年４月１日 

12 行政不服審査法の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例 

行政不服審査法等の施行に伴い、関係条

例について所要の改正を行うもの 

【一部改正する条例】 

①花巻市行政手続条例 

②花巻市情報公開条例 

③花巻市個人情報保護条例 

④花巻市固定資産評価審査委員会条例 

平成 28年４月１日 

13 花巻市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例 

議会の議長、副議長及び議員の期末手当

支給月数を改めるもの 

平成 28年４月１日 

（一部の改正規定を

除く。） 

14 花巻市常勤の特別職の給与及び

旅費に関する条例の一部を改正

する条例 

常勤の特別職の期末手当支給月数を改

めるもの 

平成 28年４月１日 

（一部の改正規定を

除く。） 

15 花巻市教育委員会教育長の給与

及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例 

教育委員会教育長の期末手当支給月数

を改めるもの 

平成 28年４月１日 

（一部の改正規定を

除く。） 

16 花巻市証人等の実費弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

農業委員会等に関する法律の一部改正

に伴い、所要の改正をするもの 

平成 28年４月１日 

17 花巻市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例の一部を改正

する条例 

特定任期付職員の給料月額及び期末手

当支給月数を改定し、並びに地方公務員

法の一部改正に伴い号給別基準職務表

を定めるとともに、併せて所要の改正を

するもの 

平成 28年４月１日 

18 花巻市一般職非常勤職員の任用、

勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例 

地方公務員法の一部改正に伴う所要の

改正並びに一般職非常勤職員の育児休

業及び部分休業の取得を可能とする制

度を導入するため所要の改正をするも

の 

平成 28年４月１日 



19 花巻市職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正

する条例 

仕事と育児の両立を図る観点から、職員

が育児短時間勤務及び早出遅出勤務制

度を活用した場合の勤務時間等につい

て所要の改正をするもの 

平成 28年４月１日 

20 花巻市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例 

一般職の職員の給料月額及び勤勉手当

支給月数の改定及び地方公務員法の一

部改正に伴い、級別基準職務表を定める

とともに、併せて所要の改正をするもの 

平成 28年３月４日 

（一部の改正規定を

除く。） 

21 花巻市一般職の職員等の旅費に

関する条例の一部を改正する条

例 

地方公務員法の一部改正に伴い、所要の

改正をするもの 

平成 28年４月１日 

22 花巻市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例 

仕事と育児の両立を図る観点から、地方

公務員の育児休業等に関する法律に規

定する常勤職員の育児短時間勤務制度

並びに一定の非常勤職員について育児

休業及び部分休業制度を導入するため

所要の改正をするもの 

平成 28年３月４日 

23 花巻市職員の退職管理に関する

条例 

地方公務員法の一部改正に伴い、改正後

の地方公務員法第３８条の２第８項及

び第３８条の６第２項の規定に基づき、

退職管理の適正を図るため、法が条例に

委任している事項を定めようとするも

の 

平成 28年４月１日 

24 花巻市人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部を改

正する条例 

地方公務員法の一部改正及び行政不服

審査法の施行に伴い、所要の改正をする

もの 

平成 28年４月１日 

 

２ 規則 

規則 

番号 
規 則 名 施 行 日 

８ 花巻市消費生活相談員設置規則の一部を改正する規則 平成 28年４月１日 

９ 花巻市開発登録簿閲覧規則 平成 28年４月１日 

10 花巻市下水道条例施行規則の一部を改正する規則 平成 28年４月１日 

11 花巻市農業集落排水施設条例施行規則の一部を改正する規則 平成 28年４月１日 

12 花巻市戸別浄化槽の整備に関する条例施行規則の一部を改正する規則 平成 28年４月１日 

13 大迫緑の村管理規則等の一部を改正する規則 平成 28年４月１日 

 


